
JP 5574948 B2 2014.8.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電路を開閉する開閉接点と、前記電路に所定値以上の電流が流れたときに動作して閉じ
た状態にある前記開閉接点を引き外す過電流引き外し装置と、外部信号に基づいて駆動さ
れ、前記過電流引き外し装置による引き外しとは無関係に、閉じた状態にある前記開閉接
点を開状態とする動作確認用引き外し装置と、前記動作確認用引き外し装置が駆動された
ことを表示する動作表示部とを備えた回路遮断器であって、
　前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなるフォトカプラと、
前記フォトカプラがオンとなることにより導通するスイッチング素子とを備え、前記スイ
ッチング素子が導通することで前記閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とする、
ことを特徴とする回路遮断器。
【請求項２】
　電路を開閉する開閉接点と、前記電路に漏洩電流が流れたときに動作して閉じた状態に
ある前記開閉接点を引き外す漏電引き外し装置と、外部信号に基づいて駆動され、前記漏
電引き外し装置による引き外しとは無関係に、閉じた状態にある前記開閉接点を開状態と
する動作確認用引き外し装置と、前記動作確認用引き外し装置が駆動されたことを表示す
る動作表示部とを備えた回路遮断器であって、
　前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなる第１のフォトカプ
ラと、前記第１のフォトカプラがオンとなることによりオンとなる第２のフォトカプラと
を備え、前記第２のフォトカプラがオンとなることで前記閉じた状態にある前記開閉接点
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を開状態とする、
ことを特徴とする回路遮断器。
【請求項３】
　前記動作表示部の表示は、自己保持されることを特徴とする請求項１又は２に記載の回
路遮断器。
【請求項４】
　前記動作表示部は、前記表示を点灯により行なう動作表示灯により構成されていること
を特徴とする請求項１から３のうちの何れか一項に記載の回路遮断器。
【請求項５】
　前記動作表示部は、前記表示を機械的表示により行なう機械的動作表示手段により構成
されていることを特徴とする請求項１から３のうちの何れか一項に記載の回路遮断器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、過電流や漏電などに応動して開路し電路を保護する回路遮断器、特に、動
作表示機能を備えた回路遮断器に関するものである。
【０００２】
　従来、電路保護のために設置される回路遮断器として、外部からの信号により回路遮断
器を開路することを可能とする引き外し装置を備えた回路遮断器がある（例えば、特許文
献１参照）。又、従来、漏電遮断器の漏電テストを遠隔テストスイッチの操作により確認
するようにした漏電テスト装置がある（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－９２７８２号公報
【特許文献２】特開平８－１０６８４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に示されたような従来の回路遮断器にあっては、回路遮断器が開路した状態
で引き外し装置を外部からの信号により動作させて回路遮断器の動作を確認した場合、引
き外し装置によって回路遮断器が開路したのか、過負荷電流、短絡電流、漏洩電流などを
検出して回路遮断器の本来の回路保護機能により開路したのか、を容易に判別することが
できない。又、特許文献２に示されたような漏電遮断器においても、遠隔テストスイッチ
により漏電遮断器の動作を確認した場合、遠隔テストスイッチにより開路したのか、漏洩
電流を検出して漏電遮断器の本来の回路保護機能により開路したのか、を容易に判別する
ことができないという課題があった。
【０００５】
　この発明は、従来の回路遮断器における前述のような課題を解決するためになされたも
ので、外部からの信号により動作する動作確認用引き外し装置によって回路遮断器が開路
したのか、回路遮断器の本来の回路保護機能により開路したのかを容易に判別することが
できる回路遮断器を得ることを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明による回路遮断器は、電路を開閉する開閉接点と、前記電路に所定値以上の電
流が流れたときに動作して閉じた状態にある前記開閉接点を引き外す過電流引き外し装置
と、外部信号に基づいて駆動され、前記過電流引き外し装置による引き外しとは無関係に
、閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とする動作確認用引き外し装置と、前記動作確
認用引き外し装置が駆動されたことを表示する動作表示部とを備えた回路遮断器であって
、前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなるフォトカプラと、
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前記フォトカプラがオンとなることにより導通するスイッチング素子とを備え、前記スイ
ッチング素子が導通することで前記閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とすることを
特徴とするものである。
【０００７】
　又、この発明による回路遮断器は、電路を開閉する開閉接点と、前記電路に漏洩電流が
流れたときに動作して閉じた状態にある前記開閉接点を引き外す漏電引き外し装置と、外
部信号に基づいて駆動され、前記漏電引き外し装置による引き外しとは無関係に、閉じた
状態にある前記開閉接点を開状態とする動作確認用引き外し装置と、前記動作確認用引き
外し装置が駆動されたことを表示する動作表示部とを備えた回路遮断器であって、
　前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなる第１のフォトカプ
ラと、前記第１のフォトカプラがオンとなることによりオンとなる第２のフォトカプラと
を備え、前記第２のフォトカプラがオンとなることで前記閉じた状態にある前記開閉接点
を開状態とする、ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明による回路遮断器によれば、電路を開閉する開閉接点と、前記電路に所定値以
上の電流が流れたときに動作して閉じた状態にある前記開閉接点を引き外す過電流引き外
し装置と、外部信号に基づいて駆動され、前記過電流引き外し装置による引き外しとは無
関係に、閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とする動作確認用引き外し装置と、前記
動作確認用引き外し装置が駆動されたことを表示する動作表示部とを備えた回路遮断器で
あって、前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなるフォトカプ
ラと、前記フォトカプラがオンとなることにより導通するスイッチング素子とを備え、前
記スイッチング素子が導通することで前記閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とする
ように構成されているので、外部からの信号により動作する動作確認用引き外し装置によ
って回路遮断器が開路したのか、回路遮断器の本来の回路保護機能により開路したのかを
容易に判別することができる。
【０００９】
　又、この発明による回路遮断器によれば、電路を開閉する開閉接点と、前記電路に漏洩
電流が流れたときに動作して閉じた状態にある前記開閉接点を引き外す漏電引き外し装置
と、外部信号に基づいて駆動され、前記漏電引き外し装置による引き外しとは無関係に、
閉じた状態にある前記開閉接点を開状態とする動作確認用引き外し装置と、前記動作確認
用引き外し装置が駆動されたことを表示する動作表示部とを備えた回路遮断器であって、
前記動作確認用引き外し装置は、前記外部信号に基づいてオンとなる第１のフォトカプラ
と、前記第１のフォトカプラがオンとなることによりオンとなる第２のフォトカプラとを
備え、前記第２のフォトカプラがオンとなることで前記閉じた状態にある前記開閉接点を
開状態とするように構成されているので、外部からの信号により動作する動作確認用引き
外し装置によって回路遮断器が開路したのか、回路遮断器の本来の回路保護機能により開
路したのかを容易に判別することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】この発明の実施の形態１による回路遮断器を示す斜視図である。
【図２】この発明の実施の形態１による回路遮断器における引き外し装置の回路図である
。
【図３】この発明の実施の形態２による回路遮断器を示す斜視図である。
【図４】この発明の実施の形態３による回路遮断器を示す斜視図である。
【図５】この発明の実施の形態４による回路遮断器を示す斜視図である。
【図６】この発明の実施の形態４よる回路遮断器およびその漏電テスト装置の回路図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
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実施の形態１．
　以下、この発明の実施の形態１による回路遮断器について説明する。図１はこの発明の
実施の形態１による回路遮断器１の斜視図である。図１において、回路遮断器１は、その
ベース１０１とカバー１０２とからなる筺体１００の外側面に装着された動作確認用引き
外し装置（以下、単に、引き外し装置と称する）２を備えている。ここに示された回路遮
断器１は、３相回路に接続される３相用の回路遮断器であるが、これ以外の回路遮断器で
あってもよい。
【００１２】
　回路遮断器１は、図示していないが、内部に、固定接点と可動接点とからなり電路を開
閉する開閉接点と、操作ハンドルの操作により開閉接点を開閉させる操作機構と、電路に
所定値以上の過電流が流れたときに、閉じた状態にある開閉接点を釈放して開状態とする
過電流引き外し装置とを備えている。
【００１３】
　引き外し装置２は、後述する回路を内部に備え、例えば回路遮断器１に対して遠隔地に
設けられている引き外しスイッチ８を閉じることにより、回路遮断器１のシャントコイル
を付勢してトリップ機構を動作させ、電路を開くことができる。
【００１４】
　引き外し装置２は、３個の入力端子３、４、５と、発光ダイオードにより構成された動
作表示灯６を備えている。引き外し装置２を動作させるための制御電源としての交流電源
７は、その一端が引き外し装置２の入力端子５に接続され、他端が引き外し装置２の入力
端子４に接続される。又、交流電源７の他端は、前述の引き外しスイッチ８を介して引き
外し装置２の入力端子３に接続されている。
【００１５】
　図２は、この発明の実施の形態１による回路遮断器における引き外し装置の回路図であ
る。図２において、コンバータからなる第１の電力変換回路２０１は、その入力側端子が
引き外し装置２の入力端子４、５に抵抗を介して接続されている。同様にコンバータから
なる第２の電力変換回路２０２は、その入力側端子が引き外し装置２の入力端子３、５に
抵抗を介して接続されている。第１の電力変換回路２０１、および第２の電力変換回路２
０２は、それぞれ交流電源７からの交流電力を直流電力に変換し、出力側端子からそれぞ
れ定電圧素子２０３、２０４を介して出力する。 
【００１６】
　動作表示部としての動作表示灯６は、第１のサイリスタ５５を介して第１の電力変換回
路２０１の出力端子間に接続されている。第１のサイリスタ５５のゲートは、第１のトラ
ンジスタ２０５のコレクタに抵抗を介して接続されている。第１のトランジスタ２０５の
エミッタは第１の電力変換回路２０１の正極側端子に第２のトランジスタ２０６を介して
接続され、コレクタは抵抗を介して第１の電力変換回路２０１の負極側端子に接続され接
地されている。第１のトランジスタ２０５のベースは、抵抗を介してフォトカプラ５１の
出力端子に接続されている。
【００１７】
　コンデンサ２０７は、第２のトランジスタ２０６を介して第１の電力変換回路２０１の
出力端子間に接続されており、第１の電力変換回路２０１の出力により所定電圧に充電さ
れる。リセットスイッチ４３は、第２のトランジスタ２０６のベースに接続されており、
閉じることにより第２のトランジスタ２０６をオフとする。前述のフォトカプラ５１の入
力端子は、第２の電力変換回路２０２の出力端子間に第３のトランジスタ２０８を介して
接続されている。第２のサイリスタ５６は、回路遮断器１をトリップ動作させるシャント
コイル１０３に直列に接続されている。
【００１８】
　以上のように構成されたこの発明による回路遮断器において、いま、回路遮断器１がオ
ン状態にあり、その可動接点が固定接点に接触して保護すべき電路を閉じているとする。
このとき、交流電源７からの交流電力は、第１の電力変換回路２０１により直流電力に変
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換されて第２のトランジスタ２０６を介してコンデンサ２０７に供給されており、コンデ
ンサ２０７は所定電圧に充電された状態となっている。第２のトランジスタ２０６は、コ
ンデンサ２０７が所定電圧に充電されることによりオフ状態となっている。
【００１９】
　一方、第２の電力変換回路２０２は、引き外し装置２に接続されている引き外しスイッ
チ８が開いているので、不動作であり、その出力端子間には直流電力は出力されていない
。したがって、フォトカプラ５１は不動作であり、第２のサイリスタ５６は、フォトカプ
ラ５１がオフであることによりゲート信号が与えられず非導通であり、回路遮断器１のシ
ャントコイル１０３は消勢状態にある。
【００２０】
　さらに、フォトカプラ５１が不動作であることにより、第１のトランジスタ２０５はオ
フであり、第１のサイリスタ５５はゲート信号が与えられず非導通状態にあり、発光ダイ
オードにより構成された動作表示灯６は消灯している。したがって、動作表示灯６が消灯
していることにより、引き外し装置２が不動作であることを確認することができる。又、
回路遮断器１がオン状態にあることは、その操作ハンドルがオン位置にあることにより確
認することができる。
【００２１】
　回路遮断器１は、図示していない操作機構により、オン状態からオフ状態に、あるいは
オフ状態からオン状態に切り替えることが可能であり、又、電路に過電流が流れたときは
、図示していないトリップ機構によりトリップ動作を行ないオフとなって電路を保護する
ことができる。これらの回路遮断器１の通常の開閉動作、および過電流によるトリップ動
作は、引き外し装置２の動作とは無関係に行われ、引き外し装置２の動作を示す動作表示
灯６は消灯したままである。したがって、動作表示灯６が非点灯であるときに、回路遮断
器１の操作ハンドルがオフ位置若しくはトリップ位置にあれば、回路遮断器１はその本来
の機能によりオフ状態若しくはトリップ状態にあると判断することが可能である。
【００２２】
　つぎに、例えば回路遮断器１の機能をテストする目的で引き外しスイッチ８を閉じたと
すると、第２の電力変換回路２０２に交流電源７が接続される。これにより第２の電力変
換回路２０２は、交流電源７からの交流電力を直流電力に変換しその出力端子間に直流電
力を出力する。第３のトランジスタ２０８は、第２の電力変換回路２０２の出力端子間に
発生する直流電力を受けてオンとなり、フォトカプラ５１はオンとなる。その結果、第２
のサイリスタ５６はゲート信号が与えられて導通し、回路遮断器１のシャントコイル１０
３が付勢され、回路遮断器１はオフとなる。
【００２３】
　一方、フォトカプラ５１がオンとなることにより、第１のトランジスタ２０５がオンと
なり、第１のサイリスタ５５は、第１のトランジスタ２０５を介してゲート信号が与えら
れて動通する。その結果、動作表示灯６は点灯する。したがって、動作表示灯６が点灯で
あるときに、回路遮断器１の操作ハンドルがトリップ位置にあれば、回路遮断器１は引き
外し装置２の動作によりトリップしていると判断することが可能である。 
【００２４】
　引き外しスイッチ８は、常時オフタイプの自己復帰型スイッチにより構成されており、
操作員により押圧されてオンとなった後に、その押圧力がなくなれば自動的にオフに復帰
する。したがって、第２の電力変換回路２０２の出力発生期間は短かく、フォトカプラ５
１はその短期間にしかオンとはならないが、フォトカプラ５１がオンとなれば直ちに第２
のサイリスタ５６のゲートにゲート信号が与えられて第２のサイリスタ５６は導通し、回
路遮断器１はトリップする。 
【００２５】
　又、フォトカプラ５１がオンとなることにより、前述したように第１のサイリスタ５５
が導通して動作表示灯６が点灯するが、フォトカプラ５１がオフとなれば第１のトランジ
スタ２０５は直ちにオフとなり、第１のサイリスタ５５のゲートにはゲート信号が与えら
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れなくなる。しかし、第１のサイリスタ５５は、一旦導通すればゲート信号が与えられな
くなっても、第１のサイリスタ５５に流れる電流が零とならない限り非導通とはならない
。つまり、第１のサイリスタ５５は、ゲート信号が与えられて一旦導通した後はその導通
が自己保持され、動作表示灯６の点灯は継続される。 
【００２６】
　点灯している動作表示灯６を消灯させるには、リセットスイッチ４３をオンとする。す
なわち、リセットスイッチ４３をオンとすれば、第２のトランジスタ２０６はオフとなり
、第１のサイリスタ５５に流れる電流は零となるので、第１のサイリスタ５５は非導通と
なり、動作表示灯６は消灯する。
【００２７】
　以上述べたように、この発明の実施の形態１による回路遮断器によれば、外部からの信
号により動作する引き外し装置によって回路遮断器が開路したのか、回路遮断器の本来の
回路保護機能により開路したのかを容易に判別することができる。
【００２８】
実施の形態２．
　次に、この発明の実施の形態２による回路遮断器について説明する。図３は、この発明
の実施の形態２による回路遮断器を示す斜視図である。図３において、回路遮断器１１は
、動作確認用引き外し装置（以下、単に、引き外し装置と称する）１２を内蔵している点
で実施の形態１による回路遮断器とは異なる。引き外し装置１２は、その入力端子（図示
せず）にそれぞれ接続された入力線１３、１４、１５と、発光ダイオードにより構成され
た動作表示部としての動作表示灯１６を備えている。
【００２９】
　引き外し装置２を動作させるための制御電源としての交流電源１７は、その一端が入力
線１５を介して引き外し装置１２の１つの入力端子に接続され、他端が入力線１４を介し
て引き外し装置２の別の入力端子に接続されている。又、交流電源１７の他端は、引き外
しスイッチ１８および入力線１３を介して引き外し装置１２の更に別の入力端子に接続さ
れている。その他の構成、および動作は、前述の実施の形態１による回路遮断器と同様で
ある。
【００３０】
　以上述べたように、この発明の実施の形態２による回路遮断器によれば、外部からの信
号により動作する引き外し装置によって回路遮断器が開路したのか、回路遮断器の本来の
回路保護機能により開路したのかを容易に判別することができる。
【００３１】
　さらに、この発明の実施の形態２による回路遮断器によれば、回路遮断器１１に引きは
ずし装置１２を内蔵していることで、回路遮断器の投影面積が大きくなることはない。
【００３２】
実施の形態３．
　次に、この発明の実施の形態３による回路遮断器について説明する。図４は実施の形態
３による回路遮断器の斜視図である。図４において、回路遮断器２１は、動作確認用引き
外し装置（以下、単に、引き外し装置と称する）２２を内蔵している点で実施の形態１に
よる回路遮断器とは異なり、かつ引き外し装置２２が動作表示部としての機械式の動作表
示装置２６を備えている点で実施の形態１および実施の形態２による回路遮断器とは異な
る。
【００３３】
　引き外し装置２２は、その入力端子（図示せず）にそれぞれ接続された入力線２３、２
５と、前述の機械式の動作表示装置２６を備えている。この機械式の動作表示装置２６は
、引き外し装置２２が動作したときに表示ボタンが突出し、例えば手動で元の位置に戻さ
れるまではその突出位置を自己保持するように構成されている。引きはずし装置２２の各
入力線２３、２５に、引き外し装置２２を動作させるための制御電源２７、および引き外
しスイッチ２８が直列に接続されている。
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【００３４】
　以上述べたように、この発明の実施の形態３による回路遮断器によれば、引き外し装置
２２は、引きはずし装置２２が動作すると表示ボタンが突出する機械式の動作表示装置２
６を備えているので、前述の実施の形態１および実施の形態２による回路遮断器が必要と
した動作表示灯の自己保持用の制御電源を不要とすることができ、引きはずし装置２２の
配線を簡略化することができる。
【００３５】
　又、この発明の実施の形態３による回路遮断器によれば、外部からの信号により動作す
る引き外し装置によって回路遮断器が開路したのか、回路遮断器の本来の回路保護機能に
より開路したのかを容易に判別することができる。
【００３６】
　さらに、この発明の実施の形態３による回路遮断器によれば、回路遮断器１２に引きは
ずし装置２２を内蔵していることで、回路遮断器の投影面積が大きくなることはない。
【００３７】
実施の形態４．
　次に、この発明の実施の形態４による回路遮断器について説明する。図５は、この発明
の実施の形態４による回路遮断器を示す斜視図である。実施の形態４による回路遮断器は
、漏電を検出して電路の遮断を行うことが可能な漏電遮断器であるが、以下の説明では、
単に、回路遮断器と称する。
【００３８】
　回路遮断器３１は、そのベース３０１とカバー３０２とからなる筺体３００の外側面に
装着された漏電テスト装置３２を備えている。ここに示された回路遮断器３１は、３相回
路に接続される３相用の回路遮断器であるが、これ以外の回路遮断器であってもよい。動
作確認用引き外し装置としての漏電テスト装置３２は、後述する回路を内部に備え、例え
ば回路遮断器３１に対して遠隔地に設けられている遠隔テストスイッチ３８を閉じること
により、後述するように回路遮断器３１に疑似漏洩電流を流し回路遮断器３１のトリップ
機構を動作させ、電路を開くことができる。 
【００３９】
　漏電テスト装置３２は、３個の入力端子３３、３４、３５と、発光ダイオードにより構
成された動作表示灯３６を備えている。漏電テスト装置３２を動作させるための制御電源
としての交流電源３７は、その一端が漏電テスト装置３２の入力端子３５に接続され、他
端が漏電テスト装置３２の入力端子３４に接続される。又、交流電源３７の他端は、前述
の遠隔テストスイッチ３８を介して漏電テスト装置３２の入力端子３３に接続されている
。
【００４０】
　図６、この発明の実施の形態４よる回路遮断器およびその漏電テスト装置の回路図であ
る。図６において、コンバータからなる第１の電力変換回路３１１は、その入力側端子が
漏電テスト装置３２の入力端子３４、３５に抵抗を介して接続されている。同様にコンバ
ータからなる第２の電力変換回路３１２は、その入力側端子が漏電テスト装置３２の入力
端子３３、３５に抵抗を介して接続されている。第１の電力変換回路３１１、および第２
の電力変換回路３１２は、それぞれ交流電源３７からの交流電力を直流電力に変換し、出
力側端子からそれぞれ定電圧素子３１３、３１４を介して出力する。
【００４１】
　動作表示部としての動作表示灯３６は、サイリスタ４５を介して第１の電力変換回路３
１１の出力端子間に接続されている。サイリスタ４５のゲートは、第１のトランジスタ３
１５のコレクタに抵抗を介して接続されている。第１のトランジスタ３１５のエミッタは
第１の電力変換回路３１１の正極側端子に第２のトランジスタ３１６を介して接続され、
コレクタは抵抗を介して第１の電力変換回路３１１の負極側端子に接続されている。第１
のトランジスタ３１５のベースは、抵抗および第２のフォトカプラ４２を介して第１の電
力変換回路３１１の負極側端子に接続されている。
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【００４２】
　コンデンサ３１８は、第２のトランジスタ３１６を介して第１の電力変換回路３１１の
出力端子間に接続されており、第１の電力変換回路３１１の出力により所定電圧に充電さ
れる。リセットスイッチ４３は、第２のトランジスタ３１６のベースに接続されており、
閉じることにより第２のトランジスタ３１６をオフとする。第１のフォトカプラ４１の入
力端子は、第２の電力変換回路３１２の出力端子間に第３のトランジスタ３１９を介して
接続されている。第１のフォトカプラ４１の出力端子は、第２のフォトカプラ４２の入力
端子に接続されている。
【００４３】
　次に、漏電遮断器として構成されている回路遮断器３１は、１次導体としての主回路導
体３２１を包囲する２次巻線３２２および３次巻線３２３を備えた零相変流器３２０と、
零相変流器３２０の２次巻線３２２の出力から主回路導体３２１の漏電を検出する漏電検
出回路３２４と、漏電検出回路３２４の出力によりオンとなる第４のトランジスタ３２５
と、この第４のトランジスタ３２５に直列接続された釈放リレー３２６と、零相変流器３
２０の３次巻線３２３に直列接続された第５のトランジスタ３２７と、この第５のトラン
ジスタ３２７のベースに接続された漏電テスト回路４４と、この漏電テスト回路４４に接
続された漏電テストスイッチ３２８とを備える。
【００４４】
　漏電テスト装置３２に設けられた前述の第１のフォトカプラ４１の出力端子と第２のフ
ォトカプラ４２の入力端子とは直列接続され、回路遮断器３１の漏電テストスイッチ３２
８に並列接続されている。
【００４５】
　なお、回路遮断器３１には、主回路導体３２１からの交流電力を直流電力に変換して出
力する電源回路３２９が設けられており、この電源回路３２９から前述の漏電検出回路３
２４、釈放リレー３２６、第５のトランジスタ３２７、および第２のフォトカプラ４２の
入力端子に直流電力が供給される。 
【００４６】
　以上のように構成されたこの発明の実施の形態４による回路遮断器において、いま、回
路遮断器３１がオン状態にあり、その可動接点が固定接点に接触して保護すべき電路を閉
じているとする。このとき、交流電源３７からの交流電力は、第１の電力変換回路３１１
により直流電力に変換されて第２のトランジスタ３１６を介してコンデンサ３１８に供給
されており、コンデンサ３１８は所定電圧に充電された状態となっている。第２のトラン
ジスタ３１６は、コンデンサ３１８が所定電圧に充電されることによりオフ状態となって
いる。
【００４７】
　一方、第２の電力変換回路３１２は、漏電テスト装置３２に接続されている遠隔テスト
スイッチ３８が開いているので、不動作であり、その出力端子間には直流電力は出力され
ていない。したがって、第１のフォトカプラ４１は不動作であり、第２のフォトカプラ４
２は、オフである。したがって、第１のトランジスタ３１５はオフであり、サイリスタ４
５は非導通である。
【００４８】
　さらに、サイリスタ４５は非導通であることにより、発光ダイオードにより構成された
動作表示灯３６は消灯している。したがって、動作表示灯３６が消灯していることにより
、漏電テスト装置３２が不動作であることを確認することができる。又、回路遮断器３１
がオン状態にあることは、その操作ハンドルがオン位置にあることにより確認することが
できる。
【００４９】
　回路遮断器３１は、図示していない操作機構により、オン状態からオフ状態に、あるい
はオフ状態からオン状態に切り替えることが可能であり、又、電路に漏電電流が流れたと
きは、図示していないトリップ機構によりトリップ動作を行ないオフとなって電路を保護
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することができる。これらの回路遮断器３１の通常の開閉動作、および漏電電流によるト
リップ動作は、漏電テスト装置３２の動作とは無関係に行われ、漏電テスト装置３２の動
作を示す動作表示灯３６は消灯したままである。したがって、動作表示灯３６が非点灯で
あるときに、回路遮断器３１の操作ハンドルがオフ位置若しくはトリップ位置にあれば、
回路遮断器３１はその本来の機能によりオフ状態若しくはトリップ状態にあると判断する
ことが可能である。
【００５０】
　つぎに、例えば回路遮断器３１の機能をテストする目的で遠隔テストスイッチ３８を閉
じたとすると、第２の電力変換回路３１２に交流電源３７が接続される。これにより第２
の電力変換回路３１２は、交流電源３７からの交流電力を直流電力に変換しその出力端子
間に直流電力を出力する。第３のトランジスタ３１９は、第２の電力変換回路３１２の出
力端子間に発生する直流電力を受けてオンとなり、第１のフォトカプラ４１はオンとなる
。その結果、第２のフォトカプラ４２はオンとなり、回路遮断器１の漏電テスト回路４４
が付勢され、第５のトランジスタ３２７はオンとなる。
【００５１】
　第５のトランジスタ３２７がオンとなることで、零相変流器３２０の３次巻線３２３に
擬似零相電流が流れ、２次巻線３２２および漏電検出回路３２４がこれに応動して出力を
発生し、第４のトランジスタ３２５はオンとなる。これにより、釈放リレー３２６が動作
して回路遮断器３１をトリップ動作させる。
【００５２】
　一方、第１のフォトカプラ４１がオンとなることにより、第２のフォトカプラ４２がオ
ンとなり、第１のトランジスタ３１５がオンとなる。これにより、サイリスタ４５は、第
１のトランジスタを介してゲート信号が与えられて導通する。その結果、動作表示灯３６
は点灯する。したがって、動作表示灯３６が点灯であるときに、回路遮断器１の操作ハン
ドルがトリップ位置にあれば、回路遮断器１は漏電テスト装置３２の動作によりトリップ
していると判断することが可能である。
【００５３】
　遠隔テストスイッチ３８は、常時オフタイプの自己復帰型スイッチにより構成されてお
り、操作員により押圧されてオンとなった後に、その押圧力がなくなれば自動的にオフに
復帰する。したがって、第２の電力変換回路３１２の出力発生期間は短かく、第１のフォ
トカプラ４１はその短期間にしかオンとはならないが、第１のフォトカプラ４１がオンと
なれば直ちに第２のフォトカプラ４２がオンとなり、これにより第１のトランジスタ３１
５はオンとなりサイリスタ４５のゲートにゲート信号が与えられてサイリスタ４５は導通
し、前述のようにして回路遮断器３１はトリップする。
【００５４】
　又、第１のフォトカプラ４１がオンとなることにより、前述したようにサイリスタ４５
が動通して動作表示灯３６が点灯するが、第１のフォトカプラ４１がオフとなれば第２の
フォトカプラ４２が直ちにオフとなり、したがって第１のトランジスタ３１５は直ちにオ
フとなり、サイリスタ４５のゲートにはゲート信号が与えられなくなる。しかし、サイリ
スタ４５は、一旦導通すればゲート信号が与えられなくなっても、サイリスタ４５に流れ
る電流が零とならない限り非導通とはならない。つまり、サイリスタ４５は、ゲート信号
が与えられて一旦導通した後はその導通が自己保持され、動作表示灯３６の点灯は継続さ
れる。
【００５５】
　点灯している動作表示灯３６を消灯させるには、リセットスイッチ４３をオンとする。
すなわち、リセットスイッチ４３をオンとすれば、第２のトランジスタ３１６はオフとな
り、サイリスタ４５に流れる電流は零となるので、サイリスタ４５は非導通となり、動作
表示灯３６は消灯する。
【００５６】
　以上述べたように、この発明の実施の形態４による回路遮断器によれば、外部からの信
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の回路保護機能により開路したのかを容易に判別することができる。
【００５７】
　なお、前述の実施の形態１、２、および４において、動作表示灯６に代えて機械式の動
作表示装置としても同様の効果がある。この場合、動作表示灯の自己保持用の制御電源を
不要とすることができ、引きはずし装置２２の配線を簡略化することができる。
【符号の説明】
【００５８】
１、１１、２１、３１　　回路遮断器　　　　　　　　１０１、３０１　　ベース
１０２、３０２　　カバー　　　　　　　　　　　　　２、１２、２２　　引き外し装置
８、１８、２８　　引き外しスイッチ
３、４、５、３３、３４、３５　　入力端子
７、１７、２７、３７　　交流電源　　　　　　　
２０１、３１１　　第１の電力変換回路
２０２、３１２　　第２の電力変換回路
２０３、２０４、３１３、３１４　　定電圧素子　　　５５　　第１のサイリスタ
２０５、３１５　　第１のトランジスタ
２０６、３１６　　第２のトランジスタ　　　　　　　５１　　フォトカプラ
２０７、３１８　　コンデンサ　　　　　　　　　　　４３　　リセットスイッチ
２０８　　第３のトランジスタ　　　　　　　　　　　５６　　第２のサイリスタ
１０３　　シャントコイル　　　　　　　　　　　　　６、１６、３６　　動作表示灯
１３、１４、１５　　入力線　　　　　　　　　　　　２６　　動作表示装置
３８　　遠隔テストスイッチ　　　　　　　　　　　　３２　　漏電テスト装置
４５　　サイリスタ　　　　　　　　　　　　　　　　４１　　第１のフォトカプラ
４２　　第２のフォトカプラ　　　　　　　　　　　　３１２　　主回路導体
３２０　　零相変流器　　　　　　　　　　　　　　　３２２　　２次巻線
３２３　　３次巻線　　　　　　　　　　　　　　　　３２４　　漏電検出回路
３２５　　第４のトランジスタ　　　　　　　　　　　３２７　　第５のトランジスタ
４４　　漏電テスト回路　　　　　　　　　　　　　　３２３　　漏電テストスイッチ
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